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○樹木剪定講習会

講習を通して剪定実習だけではなく、

座学において一年を通じて庭木の管理

を行える知識を習得し、その知識を元

に現場作業にて実際に施工できる力を

養うことにより、庭木管理の総合的な

技術養成を目指します。

講 習 の 目
的

平成19年12月3日(月)から12月14日
(金)
のうち平日6日間

講 習 期 間

会員もしくはおおむね60歳から70歳の
方(受講料無料)

対 象

○保育補助講習会

人生において培ってきた高齢者の経験

を活かし、子どもの世代にむけての助

言と孫の世代にむけての指導ができる

人材を育成します。

平成20年2月から平成20年3月のうち
平日7日間

　本年度は下記のとおり講習会を開催します。

　参加ご希望の方は、下記をご確認のうえお申込み下さい。講習会については講習内容が決定したら、

順次ご連絡致します。

　ご自身の就業に役立つ、また必要と思われる講習会にはぜひ参加しましょう。

日本庭園・樹木、剪定と整枝、

安全作業、地球温暖化問題、

接遇の仕方（座学）

剪定用具、施肥、消毒防除、雑木剪定

実技、果樹剪定実技（実技）

講 習 の 内
容

申し込みは10月上旬から開始しますの
で、センター事務局まで来所もしくは
お電話にてお申込み下さい。(定員超
過の場合は抽選)

そ の 他

保育の心得、食育、子どもの健康・病

気、接遇（座学）

保育施設見学、普通救命講習、

保育施設の清掃の仕方、子ども向け料

理の調理実習、センター学童保育補助

業務見学（実技）

◎シニアワークプログラム事業〈就職及び就業を希望する高齢者及び会員を対象に講習を行います〉

講習会のご案内

詳細は次号にて再度掲載します。

会員もしくはおおむね60歳から70歳の
方(受講料無料)

◎技能講習会1〈シニアワークプログラム事業樹木剪定講習会のうち、下記を公開授業とします〉

○地球温暖化問題について
平成19年12月4日（火）
午後3時00分から午後4時00分まで

講 習 日 時

社団法人精華町シルバー人材センター講 習 場 所

筆記用具準 備 物

京都府地球温暖化防止推進センター
事務局長　伊東　真吾　氏　

講 師

平成19年11月16日(金）までにセン
ターへ来所か電話にて

申 込 方 法

○接遇の仕方について
平成19年12月14日（金）
午後1時30分から午後3時00分まで

筆記用具

講師未定

全会員対 象 全会員　

社団法人精華町シルバー人材センター

平成19年11月16日(金）までにセン
ターへ来所か電話にて


